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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○予算の公表（２件） （財政課取扱い）１

鹿児島県告示第35号

令和３年第４回県議会定例会において議決された令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第

９号）の要領は，次のとおりである。

令和４年１月18日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第９号）

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第９号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ3,440,115千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ920,017,654千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の補正は，「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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２ 令和３年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

令和３年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第１表 繰越明許費」による。

第１表 繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

千円

1 港湾整備事業費 61,000

1 港 湾 整 備 事 業 費 61,000

整 備 事 業 61,000

計 61,000
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鹿児島県告示第36号

令和３年第４回県議会定例会において議決された令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第

10号）の要領は，次のとおりである。

令和４年１月18日

鹿児島県知事 塩田康一

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第10号）

令和３年度鹿児島県一般会計補正予算（第10号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ37,594,711千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ957,612,365千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の補正は，「第２表 地方債補正」による。
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